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議案第 19 号 

 

令和元年度横瀬町下水道特別会計補正予算（第３号） 

 

 令和元年度横瀬町の下水道特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 5,931 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 280,295 千円

とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補

正」による。 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

  令和２年３月６日提出 

 

                                  秩父郡横瀬町長  富  田  能  成 



款 項

（単位：千円）

第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

 1 使用料及び手数料

 6 町      債

          歳　　　　　　　　入

 1 使  用  料

 1 町      債

合　　　　　　　　計

         41,839             69         41,770

         46,000

         46,000

        286,226

             69

        △6,000

        △6,000

        △5,931

         41,774

         40,000

         40,000

        280,295

補 正 前 の 額 補 正 額 計

         41,705
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款 項

（単位：千円）
　歳　出

 1 総  務  費

 2 事  業  費

          歳　　　　　　　　出

 1 総務管理費

 1 事  業  費

合　　　　　　　　計

         23,213        △1,023         24,236

        182,183

        182,183

        286,226

        △1,023

        △4,908

        △4,908

        △5,931

         23,213

        177,275

        177,275

        280,295

補 正 前 の 額 補 正 額 計

         24,236
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限 度 額 限 度 額

(千円) (千円)

下 水 道 事 業 46,000
普通貸借
又　　は
証券発行

 ５．０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる政府資
金及び地方公共
団体金融機構資
金について、利
率見直しを行っ
た後において
は、当該見直し
後の利率）

  政府資金について
は、その融資条件に
より、銀行その他の
場合には、その債権
者と協定するものに
よる。ただし、町財
政の都合により据置
期間及び償還期間を
短縮し、もしくは繰
上償還又は低利に借
換えすることができ
る。

40,000
普通貸借
又　　は
証券発行

 ５．０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる政府資
金及び地方公共
団体金融機構資
金について、利
率見直しを行っ
た後において
は、当該見直し
後の利率）

  政府資金について
は、その融資条件に
より、銀行その他の
場合には、その債権
者と協定するものに
よる。ただし、町財
政の都合により据置
期間及び償還期間を
短縮し、もしくは繰
上償還又は低利に借
換えすることができ
る。

計 46,000 40,000

起　債　の　目　的

第２表　地方債補正

起 債 の
方　  法

利　　　率 償 還 の 方 法

補　　　　正　　　　前 補　　　　正　　　　後

起 債 の
方　  法

利　　　率 償 還 の 方 法



款

（単位：千円）

歳入歳出予算事項別明細書

１　総　括

 1 使用料及び手数料

 6 町      債

    　　　　歳　　　　入　　　　合　　　　計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

         41,770

         46,000

        286,226

             69

        △6,000

        △5,931

         41,839

         40,000

        280,295

　歳　入
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款

（単位：千円）

 1 総  務  費

補 正 前 の 額 補 正 額 計

         24,236         △1,023          23,213

　歳　出

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
一 般 財 源

 2 事  業  費

　歳　　　出　　　合　　　計　

        182,183

        286,226

        △4,908

        △5,931

        177,275

        280,295

              0               0               0         △1,023

              0

              0

        △6,000

        △6,000

             69

             69

          1,023

              0
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目
節

区 分 金 額
説 明

(款) 1 使用料及び手数料                    (項) 1 使  用  料

                                                            料

         計             41,705          69       41,774

(款) 6 町      債                          (項) 1 町      債

   1事  業  債          46,000     △6,000       40,000    1事  業  債          △6,000

         計             46,000     △6,000       40,000

 下水道事業債                                           △6,000

   1下水道使用料        41,705          69       41,774    2滞納繰越分使用           69  滞納繰越分使用料                                            69

 2 歳  入

－ 7 －

補正前の額 補  正  額     計    

（単位：千円）



目

節

区 分 金 額
説 明

(款) 1 総  務  費                       (項) 1 総務管理費

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国 県

支 出 金
地 方 債 そ の 他

一般財源

  1一般管理費      24,236    △1,023      23,213    △1,023  2 給      料         36

  3 職員手当等

  4 共  済  費

  9 旅      費

 11 需  用  費

        55

        11

      △70

      △50

       一般職給料              36

       期末手当                 8

       勤勉手当                47

       一般職共済組合負担金    11

 ◎ 人事給与管理事業            5

       市町村総合事務組合負担金

       （退職手当）             5

 ◎ 総務一般管理費          △330

       研修旅費              △70

 12 役  務  費       △12        図書代                △50

       自動車損害任意保険料  △12

 13 委  託  料       △65        下水道台帳作成業務委託料

                             △65

 18 備品購入費       △55        事務用備品購入費      △55

       下水道技術者研修参加負担

 19 負担金、補      △873        金                    △78

    助及び交付  ◎ 排水設備工事助成事業    △800

    金        排水設備設置費助成金 △800

   △1,023      計           24,236    △1,023      23,213

 3 歳  出

 ◎ 下水道職員給与費          102

－ 8 －

補正前の額 補 正 額 計

（単位：千円）



目

節

区 分 金 額
説 明

(款) 2 事  業  費                       (項) 1 事  業  費

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国 県

支 出 金
地 方 債 そ の 他

一般財源

  1下水道事業      99,176    △3,606      95,570               △6,000      2,394 13 委  託  料    △1,400

   費

                                                 （地）下水道事業債       △6,000

  2施設維持管      83,007    △1,302      81,705                               69

   理費

                                                 （使）滞納繰越分使用料        69

   △1,371

 15 工事請負費

 12 役  務  費

 13 委  託  料

   △2,206

     △100

   △1,202

       管渠実施設計等委託料

                          △1,400

       舗装復旧工事       △2,206

 ◎ 施設維持管理費        △1,302

       電話料               △100

       水質管理センター維持管理

       業務委託料         △1,202

      計          182,183    △4,908     177,275               △6,000         69      1,023

 ◎ 下水道事業            △3,606
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補正前の額 補 正 額 計

（単位：千円）



－10－

( ) （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

( ) （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

( ) （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

※（　　）内は、短時間勤務職員（外書き）

※児童手当は職員手当に含まれません。

比　 較 0 0 8 47 0 0

500 90補正前 318 48 2,202 1,518

2,210 1,565 500 90

（千円） （千円）

補正後 318 48

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

手　 当 手　 当 手　 当 手　 当 手　当 手　 当 手　 当 手　 当 特別勤務手当

勤 　勉 時間外 宿日直 管理職員

職員手当の

内　　　　訳

区   分

管理職 扶　 養 住 　居 通　 勤 期 　末

0 36 55 91 11 102
比　　　較

3 9,406 4,676 14,082 2,810 16,892
補 正 前

3 9,442 4,731 14,173 2,821 16,994

（千円） （千円）

補 正 後

給料 職員手当 計

（人） （千円） （千円） （千円） （千円）

給　　与　　費　　明　　細　　書

１．一　般　職

（１）　総　括

区分
職員数

給与費
共済費 合計

備考報酬



その他の増減分

職
員
手
当

55

制度改正に伴う
増減分

55
期末手当の増　8
勤勉手当の増 47

その他の増減分

昇給に伴う増加
分

給
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
料

36

給与改定に伴う
増減分

36

（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

区　分
増　減　額 増　減　事　由　別　内　訳

説　　　明 備　　　　　　　　　　　考
（千円） （千円）
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イ　初任給

高校卒 １５４，９００ 高校生 １５０，６００

大学卒 １８２，２００ 大学生 １８２，２００

334,693

平　均　年　齢(歳) 38.39

区　分 一　 般 行 政 職 (円)
国　　の　　制　　度

行 政 職 （一）  (円)

275,749

平　均　年　齢(歳) 38.64

令和元年１２月１日現在

平均給料月額（円） 261,267

平均給与月額（円）

（３）　給料及び職員手当の状況

ア　職員１人当たりの給与

区　　　　　　　                   　分 一　般　行　政　職

令和２年３月１日現在

平均給料月額（円） 261,267

平均給与月額（円）



（ ） （ ） （ )

（ ） （ ） （ )

（ ） （ ） （ )

※（　　）内は、再任用職員の標準的な支給率

国の制度
1.175 1.175 2.350

有
2.250 2.250 4.500

補 正 前
1.175 1.175 2.350

有 国の制度と同じ
2.225 2.225 4.450

補 正 後
1.175 1.175 2.350

有 国の制度と同じ
2.250 2.250 4.500

ウ　期末手当・勤勉手当

区　　分
支　給　期　別　支　給　率

支給率計（月分）
職制上の段階、職務の
級等による加算措置

備　　考
６月（月分） １２月（月分）
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（単位：千円）

1,277,176 1,254,169 40,000 56,555 1,237,614

(1) 下 水 道 事 業 債 1,277,176 1,254,169 40,000 56,555 1,237,614

1,277,176 1,254,169 40,000 56,555 1,237,614

１．普　  　　通  　　　債

合　　　　　　　　計

地 方 債 の 前 々 年 度 末 及 び 前 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に
当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 額 に 関 す る 調 書

区　　　　　　　　分
前 々 年 度 末
現 在 高

前 年 度 末
現 在 高

当該年度中増減見込額
当 該 年 度 末
現在高見込額当 該 年 度 中

起 債 見 込 額
当該年度中元金
償 還 見 込 額


